
20歳になったら国民年金
　20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの方は、国民年金に
加入することが義務付けられています。
　国民年金は、年を取ったときやいざというときの生活を、現役

世代みんなで支えようという考えで作られた
仕組みです。
　国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・
遺族基礎年金があります。

～新成人の皆さんへ～

【問い合わせ】保険年金課（内線141）・笠間支所市民窓口課（内線72124）・岩間支所市民窓口課（内線73182）

　20歳の誕生月の前月または当月上旬に日本年金機構から送られてくる「国民年金被保険者関係届書」に必要事
項を明記し、誕生日の前日以降、14日以内に市役所または水戸南年金事務所に資格取得届を提出してください。
　免除・猶予を希望される方は、同時に申請することができます。
※厚生年金に加入している方、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方は提出不要です。
※	詳しくは水戸南年金事務所	国民年金課	TEL	029-227-3278（音声案内が流れます）、または日本年金機構ホームページを
ご覧ください。
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